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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】空調装置から送出された空気を目的の位置に効
率良く導くことができる流路規制装置および空調システ
ムを提供する。
【解決手段】流路規制装置１は、建築物としての住宅の
所定の部屋において、エアコン２から送出された空気が
天井１１０、壁１２０および床１３０のうちの少なくと
も１つに沿って流れるように前記空気の流路を規制する
。流路規制装置１は、ロールスクリーン４と、ロールス
クリーン４を取り付ける所定数の取付部５１と、環状部
を有する所定数の支持部６１とを備えている。ロールス
クリーン４は、ケーシング４１と、ケーシング４１内に
図示しない芯材に巻き付けられた状態で収納されたシー
ト４２と、シート４２の先端部に設けられた芯材４５と
、芯材４５に設けられた所定数の線材４３と、各線材４
３の先端に設けられたフック４４とを有している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空調装置から送出された空気が建築物の天井、壁および床のうちの少なくとも１つに沿
って流れるように前記空気の流路を規制する規制部材を備えることを特徴とする流路規制
装置。
【請求項２】
　前記規制部材は、板状またはシート状をなす部分を有する請求項１に記載の流路規制装
置。
【請求項３】
　前記規制部材は、シート状をなす部分を有し、
　前記シート状をなす部分は、巻き付けられた第１の状態と、延びた第２の状態とを採り
得る請求項１に記載の流路規制装置。
【請求項４】
　前記規制部材は、複数の孔を有する請求項１ないし３のいずれか１項に記載の流路規制
装置。
【請求項５】
　前記規制部材の少なくとも一部は、光透過性を有する請求項１ないし４のいずれか１項
に記載の流路規制装置。
【請求項６】
　前記空気の流路の少なくとも途中または末端部に蓄熱部を有する請求項１ないし５のい
ずれか１項に記載の流路規制装置。
【請求項７】
　前記蓄熱部は、前記規制部材に設けられている請求項６に記載の流路規制装置。
【請求項８】
　前記空調装置は、鉛直方向上方に配置されており、
　前記規制部材は、前記空気が前記天井に沿って流れるように前記空気の流路を規制する
請求項１ないし７のいずれか１項に記載の流路規制装置。
【請求項９】
　前記空調装置は、鉛直方向上方に配置されており、
　前記規制部材は、前記空気が前記壁に沿って流れるように前記空気の流路を規制する請
求項１ないし７のいずれか１項に記載の流路規制装置。
【請求項１０】
　前記空調装置は、鉛直方向下方に配置されており、
　前記規制部材は、前記空気が前記床に沿って流れるように前記空気の流路を規制する請
求項１ないし７のいずれか１項に記載の流路規制装置。
【請求項１１】
　前記空気が沿う対象物として、前記天井、前記壁および前記床のうちの少なくとも１つ
を選択する選択機構を有する請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の流路規制装置。
【請求項１２】
　前記空気を送気する送気装置を有する請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の流路
規制装置。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２のいずれか１項に記載の流路規制装置と、
　前記空調装置とを有することを特徴とする空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流路規制装置および空調システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　住宅（建築物）の所定の部屋には、エアコンの室内機が設置されている（例えば、特許
文献１参照）。このエアコンの室内機は、通常、部屋の壁の鉛直方向上方に設置されてい
る。
【０００３】
　しかしながら、夏季において、エアコンを冷房運転し、室内を冷やす場合は、エアコン
から送出された冷風が人に直接当たり、寒く感じることがある。
【０００４】
　また、冬季において、エアコンを暖房運転し、室内を暖める場合は、足元が寒く感じる
ことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３１０４３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、空調装置から送出された空気を目的の位置に効率良く導くことができ
る流路規制装置および空調システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような目的は、下記（１）～（１３）の本発明により達成される。
　（１）　空調装置から送出された空気が建築物の天井、壁および床のうちの少なくとも
１つに沿って流れるように前記空気の流路を規制する規制部材を備えることを特徴とする
流路規制装置。
【０００８】
　（２）　前記規制部材は、板状またはシート状をなす部分を有する上記（１）に記載の
流路規制装置。
【０００９】
　（３）　前記規制部材は、シート状をなす部分を有し、
　前記シート状をなす部分は、巻き付けられた第１の状態と、延びた第２の状態とを採り
得る上記（１）に記載の流路規制装置。
【００１０】
　（４）　前記規制部材は、複数の孔を有する上記（１）ないし（３）のいずれかに記載
の流路規制装置。
【００１１】
　（５）　前記規制部材の少なくとも一部は、光透過性を有する上記（１）ないし（４）
のいずれかに記載の流路規制装置。
【００１２】
　（６）　前記空気の流路の少なくとも途中または末端部に蓄熱部を有する上記（１）な
いし（５）のいずれかに記載の流路規制装置。
【００１３】
　（７）　前記蓄熱部は、前記規制部材に設けられている上記（６）に記載の流路規制装
置。
【００１４】
　（８）　前記空調装置は、鉛直方向上方に配置されており、
　前記規制部材は、前記空気が前記天井に沿って流れるように前記空気の流路を規制する
上記（１）ないし（７）のいずれかに記載の流路規制装置。
【００１５】
　（９）　前記空調装置は、鉛直方向上方に配置されており、
　前記規制部材は、前記空気が前記壁に沿って流れるように前記空気の流路を規制する上
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記（１）ないし（７）のいずれかに記載の流路規制装置。
【００１６】
　（１０）　前記空調装置は、鉛直方向下方に配置されており、
　前記規制部材は、前記空気が前記床に沿って流れるように前記空気の流路を規制する上
記（１）ないし（７）のいずれかに記載の流路規制装置。
【００１７】
　（１１）　前記空気が沿う対象物として、前記天井、前記壁および前記床のうちの少な
くとも１つを選択する選択機構を有する上記（１）ないし（１０）のいずれかに記載の流
路規制装置。
【００１８】
　（１２）　前記空気を送気する送気装置を有する上記（１）ないし（１１）のいずれか
に記載の流路規制装置。
【００１９】
　（１３）　上記（１）ないし（１２）のいずれかに記載の流路規制装置と、
　前記空調装置とを有することを特徴とする空調システム。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、規制部材により、空調装置から送出された空気の流路が規制されるの
で、前記空気を目的の位置に効率良く導くことができる。
【００２１】
　例えば、夏季において、空調装置により室内を冷やす場合は、空調装置から送出された
冷風を天井に沿って流すことにより、空調装置から送出された冷風が人に直接当たること
を防止することができ、これにより、人に不快感を与えることを防止し、室内を心地よく
冷やすことができる。
【００２２】
　また、冬季において、空調装置により室内を暖める場合は、空調装置から送出された温
風を壁や床に沿って流すことにより、床や床の近傍を心地よく暖めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の空調システムの第１実施形態を示す側面図である。
【図２】本発明の空調システムの第１実施形態を示す側面図である。
【図３】本発明の空調システムの第２実施形態を示す側面図である。
【図４】本発明の空調システムの第２実施形態を示す側面図である。
【図５】本発明の空調システムの第３実施形態を示す側面図である。
【図６】本発明の空調システムの第３実施形態を示す側面図である。
【図７】本発明の空調システムの第４実施形態を示す側面図である。
【図８】本発明の空調システムの第４実施形態を示す側面図である。
【図９】本発明の空調システムの第５実施形態を示す側面図である。
【図１０】本発明の空調システムの第５実施形態を示す平面図である。
【図１１】本発明の空調システムの第６実施形態を示す側面図である。
【図１２】本発明の空調システムの第６実施形態を示す平面図である。
【図１３】本発明の空調システムの第７実施形態を示す側面図である。
【図１４】本発明の空調システムの第７実施形態を示す平面図である。
【図１５】本発明の空調システムの第８実施形態を示す側面図である。
【図１６】本発明の空調システムの第９実施形態を示す側面図である。
【図１７】本発明の空調システムの第１０実施形態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の流路規制装置および空調システムを添付図面に示す実施形態に基づいて
詳細に説明する。
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【００２５】
　＜第１実施形態＞
　図１および図２は、それぞれ、本発明の空調システムの第１実施形態を示す側面図であ
る。
【００２６】
　なお、以下では、説明の都合上、図１および図２中の上側を「上」または「上方」、下
側を「下」または「下方」、右側を「右」、左側を「左」と言う（図３～図９、図１１、
図１３、図１５～図１７についても同様）。また、図１および図２中の上下方向が鉛直方
向である（図３～図９、図１１、図１３、図１５～図１７についても同様）。
【００２７】
　図１および図２に示すように、空調システム１０は、エアコン（空調装置）２と、エア
コン２から送出された空気の流路（流れ）を規制する流路規制装置１とを備えている。
【００２８】
　流路規制装置１は、建築物（建造物）としての住宅（家屋）の所定の部屋（室）におい
て、エアコン２から送出された空気が天井１１０、壁１２０および床１３０のうちの少な
くとも１つに沿って流れるように前記空気の流路を規制する。なお、本実施形態では、流
路規制装置１は、エアコン２から送出された空気が天井１１０または壁１２０に沿って流
れるように前記空気の流路を規制するように構成されている。以下、空調システム１０の
各部を順次説明する。
【００２９】
　エアコン２は、室内機（屋内機）３と、図示しない室外機（屋外機）とを備えており、
室内機３は、部屋（室内）の壁１２０の鉛直方向上方、すなわち、天井１１０の近傍に設
置されている。また、エアコン２は、冷暖房両用の機種であり、冷房として使用する冷房
運転と、暖房として使用する暖房運転との両方を行うことができるように構成されている
。なお、エアコン２としては、前記の構成（構造）のものに限定されず、例えば、室内機
と室外機とに分かれていないもの、冷房専用、暖房専用等、他の種々の構成のものを用い
ることができる。
【００３０】
　流路規制装置１は、ロールスクリーン（規制部材）４と、ロールスクリーン４の後述す
るケーシング４１を取り付ける所定数の取付部５１および５２と、環状部を有する所定数
の支持部６１および６２とを備えている。
【００３１】
　ロールスクリーン４は、ケーシング４１と、ケーシング４１内に図示しない芯材に巻き
付けられた状態で収納されたシート（スクリーン）４２と、シート４２の先端部に設けら
れた芯材４５と、芯材４５に設けられた所定数の線材４３と、各線材４３の先端に設けら
れたフック４４とを有している。なお、前記シート４２が芯材に巻き付けられ、ケーシン
グ４１内に収納された状態が第１の状態である。
【００３２】
　シート４２の寸法は、特に限定されず、諸条件に応じて適宜設定されるものであるが、
シート４２の幅（図１中の紙面に対して垂直な方向の長さ）は、室内機３の吹出口３２の
幅以上であることが好ましく、吹出口３２の幅よりも長いことがより好ましい。
【００３３】
　このロールスクリーン４は、線材４３を引っ張ると、ケーシング４１からシート４２が
引き出され、前記引っ張る動作を停止すると、ケーシング４１からシート４２が引き出さ
れた状態が保持された保持状態となる。なお、前記シート４２の延びた状態が第２の状態
である。また、前記保持状態において、線材４３を引っ張り、ケーシング４１からシート
４２を所定長、引き出した後、線材４３を放すと、シート４２は、ケーシング４１内に収
納される。
【００３４】
　また、シート４２の構成材料は、特に限定されず、例えば、各種の樹脂、紙、織布、不
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織布等が挙げられる。
【００３５】
　なお、ロールスクリーン４としては、前記の構成のものに限定されず、他の種々の構成
のものを用いることができる。また、空気の流路を規制する規制部材としては、シート４
２（ロールスクリーン４）に限定されず、例えば、板状の部材（板）等が挙げられる。
【００３６】
　この流路規制装置１は、エアコン２について、冷房運転を行う場合（冷房として使用す
る場合）と、暖房運転を行う場合（暖房として使用する場合）とで、異なる流路を形成す
ること、すなわち、流路を切り替える（選択する）ことができるように構成されている。
また、流路規制装置１は、さらに、ロールスクリーン４のシート４２をケーシング４１内
に収納した第１の状態とし、他の流路を形成することも選択可能に構成されている。
【００３７】
　まずは、冷房運転を行う場合について説明する。
　冷房運転を行う場合は、図１に示すように、ロールスクリーン４のケーシング４１は、
壁１２０の鉛直方向上方、すなわち、エアコン２の室内機３の下方で、室内機３の近傍に
設けられた取付部５１に取り付けられる。これにより、ケーシング４１は、室内機３の下
方で、室内機３の近傍に設置される。
【００３８】
　また、支持部６１は、天井１１０の壁１２０から図１中左側に所定距離離間した位置に
設けられている。そして、ロールスクリーン４のケーシング４１からシート４２が引き出
され、第２の状態で、フック４４が、支持部６１に引っ掛けられる。
【００３９】
　このようにして、室内機３の下方の位置と、壁１２０から図１中左側に所定距離離間し
た位置との間に、天井１１０に沿って、かつ、天井１１０から所定距離離間するようにシ
ート４２が配置される。
【００４０】
　夏季においては、このように流路規制装置１を設置し、エアコン２を作動させる。また
、エアコン２のルーバー３１は、上側に向ける。
【００４１】
　エアコン２の吹出口３２から送出された冷風（空気）は、シート４２により案内され、
天井１１０に沿って、図１中左側に流れ、シート４２の左側の端部から放出される。これ
により、エアコン２から送出された冷風が人に直接当たることを防止することができ、室
内を心地よく冷やすことができる。
【００４２】
　次には、暖房運転を行う場合について説明する。
　暖房運転を行う場合は、図２に示すように、ロールスクリーン４のケーシング４１は、
天井１１０のエアコン２の室内機３の左側で、室内機３の近傍に設けられた取付部５２に
取り付けられる。これにより、ケーシング４１は、室内機３の左側で、室内機３の近傍に
設置される。
【００４３】
　また、支持部６２は、床１３０の壁１２０から図２中左側に所定距離離間した位置、す
なわち、取付部５２の鉛直方向の直下の位置に設けられている。そして、ロールスクリー
ン４のケーシング４１からシート４２が引き出され、第２の状態で、フック４４が、支持
部６２に引っ掛けられる。
【００４４】
　このようにして、室内機３の左側の位置と、その位置の鉛直方向の直下の床１３０の近
傍の位置との間に、壁１２０に沿って、かつ、壁１２０から所定距離離間するようにシー
ト４２が配置される。
【００４５】
　冬季においては、このように流路規制装置１を設置し、エアコン２を作動させる。また
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、エアコン２のルーバー３１は、下側に向ける。
【００４６】
　エアコン２の吹出口３２から送出された温風（空気）は、シート４２により案内され、
壁１２０に沿って、図２中下側に流れ、シート４２の下側の端部から放出される。これに
より、床１３０や床１３０の近傍を心地よく暖めることができる。
【００４７】
　ここで、例えば、取付部５１、５２、支持部６１および６２は、それぞれ、事前に設置
しておく。そして、エアコン２の冷房運転を行う場合と暖房運転を行う場合とで、ロール
スクリーン４の取付位置を変更する。これにより、容易に、規制する空気の流路の切り替
えを行うことができる。
【００４８】
　なお、取付部５１、５２、支持部６１および６２により、エアコン２から送出された空
気が沿う対象物として、天井１１０、壁１２０および床１３０のうちの少なくとも１つを
選択する選択機構の主要部が構成される。
　また、シート４２の構成例として、下記の構成１および２が挙げられる。
【００４９】
　（構成１）
　シート４２は、複数の孔を有している。この孔は、貫通孔であり、通気可能で、かつ光
を透過し得るものである。
【００５０】
　これにより、シート４２により案内される空気の一部を、前記孔から放出させることが
できる。
【００５１】
　また、エアコン２のリモコン操作において、赤外線や光をエアコン２に送信することが
可能である。
【００５２】
　（構成２）
　シート４２の一部または全部が、光透過性を有している。
【００５３】
　これにより、エアコン２のリモコン操作において、赤外線や光をエアコン２に送信する
ことが可能である。
　なお、前記構成１および構成２の両方であってもよい。
【００５４】
　以上説明したように、この空調システム１０によれば、冷房運転を行う場合は、エアコ
ン２から送出された冷風が人に直接当たることを防止することができ、これにより、人に
不快感を与えることを防止し、室内を心地よく冷やすことができる。また、暖房運転を行
う場合は、床１３０や床１３０の近傍を心地よく暖めることができる。
【００５５】
　また、ロールスクリーン４によりエアコン２の室内機３を隠すことができ、これにより
、室内の美観を向上させることができる。
【００５６】
　＜第２実施形態＞
　図３および図４は、それぞれ、本発明の空調システムの第２実施形態を示す側面図であ
る。
【００５７】
　以下、第２実施形態について説明するが、前述した第１実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項はその説明を省略する。
【００５８】
　第２実施形態の空調システム１０では、流路規制装置１は、エアコン２から送出された
空気を送気するファン（送気装置）８１、８２および８３を有し、また、前記空気の流路
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の途中に蓄熱部（蓄熱体）９１および９２を有している。なお、蓄熱部９１および９２は
、それぞれ、流路の途中に限らず、例えば、流路の末端部に配置されていてもよく、また
、流路の全体に配置されていてもよい。以下、冷房運転を行う場合と、暖房運転を行う場
合とに分けて説明する。
【００５９】
　図３に示すように、冷房運転用に設置された流路規制装置１は、天井１１０に設置され
たファン８１および蓄熱部９１を有している。
【００６０】
　ファン８１は、エアコン２から送出された冷風を、天井１１０に沿って、図３中の右側
から左側に流すように配置されている。ファン８１の位置は特に限定されないが、ファン
８１は、図示の構成では、シート４２の図３中の左右方向の途中に配置されている。この
ファン８１により、エアコン２から送出された冷風は、天井１１０に沿って、左側に円滑
に流れる。
【００６１】
　また、蓄熱部９１は、図示の構成では、シート４２の図３中の左側の端部の左側に配置
されている。
【００６２】
　蓄熱部９１は、潜熱蓄熱材（潜熱蓄熱体）を有しており、例えば、容器と、容器内に収
納された潜熱蓄熱材とで構成することができる。
【００６３】
　また、潜熱蓄熱材としては、特に限定されないが、例えば、塩化カルシウム水和物、硫
酸ナトリウム水和物、チオ硫酸ナトリウム水和物、酢酸ナトリウム水和物のような無機水
和物（無機水和塩）、Ｃ１８Ｈ３８、Ｃ２０Ｈ４２、Ｃ２２Ｈ４６のようなパラフィン、
エリスリトール（エリトリトール）のような糖アルコール等が挙げられる。
【００６４】
　エアコン２が作動しているときは、エアコン２から送出された冷風により蓄熱部９１が
冷却される。そして、エアコン２を停止すると、その蓄熱部９１により室内の熱が吸熱さ
れ、これによって、室内を冷やすことができる。
【００６５】
　また、図４に示すように、暖房運転用に設置された流路規制装置１は、壁１２０に設置
されたファン８２と、床１３０に設置された蓄熱部９２およびファン８３とを有している
。
【００６６】
　ファン８２は、エアコン２から送出された温風を、壁１２０に沿って、図４中の上側か
ら下側に流すように配置されている。ファン８２の位置は特に限定されないが、ファン８
２は、図示の構成では、シート４２の図４中の上下方向の途中に配置されている。このフ
ァン８２により、エアコン２から送出された温風は、壁１２０に沿って、下方に円滑に流
れる。
【００６７】
　また、ファン８３は、エアコン２から送出された温風を、床１３０に沿って、図４中の
右側から左側に流すように配置されている。ファン８３の位置は特に限定されないが、フ
ァン８３は、図示の構成では、壁１２０の近傍に配置されている。このファン８３により
、エアコン２から送出され、壁１２０に沿って流れる温風は、ファン８３の方に引き込ま
れ、床１３０に沿って、左側に円滑に流れる。
【００６８】
　また、蓄熱部９２は、図示の構成では、シート４２の図４中の左側の端部の左側に配置
されている。蓄熱部９２としては、前記蓄熱部９１と同様の構成のものを用いることがで
きる。
【００６９】
　エアコン２が作動しているときは、エアコン２から送出された温風により蓄熱部９２が
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暖められる。そして、エアコン２を停止すると、その蓄熱部９２から熱が放熱され、これ
によって、室内を暖めることができる。
【００７０】
　以上のような第２実施形態によっても、前述した第１実施形態と同様の効果を発揮する
ことができる。
【００７１】
　なお、ファン８２とファン８３とのいずれか一方を省略してもよい。
　また、第２実施形態は、第３実施形態以降の各実施形態にも適用することができる。
【００７２】
　＜第３実施形態＞
　図５および図６は、それぞれ、本発明の空調システムの第３実施形態を示す側面図であ
る。
【００７３】
　以下、第３実施形態について説明するが、前述した第１実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項はその説明を省略する。
【００７４】
　図５および図６に示すように、第３実施形態の空調システム１０では、流路規制装置１
は、ロールスクリーン４のシート４２をガイドするガイドローラー（ガイド部）７１およ
び７２を有している。以下、冷房運転を行う場合と、暖房運転を行う場合とに分けて説明
する。
【００７５】
　図５に示すように、冷房運転用に設置された流路規制装置１は、天井１１０に設置され
、シート４２をガイドするガイドローラー７１を有している。
【００７６】
　また、図６に示すように、暖房運転用に設置された流路規制装置１は、壁１２０に設置
され、シート４２をガイドするガイドローラー７２を有している。
【００７７】
　ロールスクリーン４を設置する場合は、このガイドローラー７１によりシート４２がガ
イドされ、容易に、その設置作業を行うことができる。また、シート４２の各部の位置を
より正確に位置決めすることができる。
【００７８】
　以上のような第３実施形態によっても、前述した第１実施形態と同様の効果を発揮する
ことができる。
　なお、第３実施形態は、第４実施形態以降の各実施形態にも適用することができる。
【００７９】
　＜第４実施形態＞
　図７および図８は、それぞれ、本発明の空調システムの第４実施形態を示す側面図であ
る。
【００８０】
　以下、第４実施形態について説明するが、前述した第１実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項はその説明を省略する。
【００８１】
　図７および図８に示すように、第４実施形態の空調システム１０では、流路規制装置１
は、２つのロールスクリーン４と、所定数の取付部５１、５２、５３および５４と、環状
部を有する所定数の支持部６１、６２、６３および６４とを備えている。以下、冷房運転
を行う場合と、暖房運転を行う場合とに分けて説明する。
【００８２】
　図７に示すように、冷房運転用に設置された流路規制装置１は、２つのロールスクリー
ン４と、ロールスクリーン４のケーシング４１を取り付ける所定数の取付部５１および５
３と、所定数の支持部６１および６３とを備えている。
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【００８３】
　一方のロールスクリーン４のケーシング４１は、壁１２０の鉛直方向上方、すなわち、
エアコン２の室内機３の下方で、室内機３の近傍に設けられた取付部５１に取り付けられ
る。これにより、ケーシング４１は、室内機３の下方で、室内機３の近傍に設置される。
【００８４】
　また、支持部６１は、天井１１０の壁１２０から図７中左側に所定距離離間した位置に
設けられている。そして、ロールスクリーン４のケーシング４１からシート４２が引き出
され、第２の状態で、フック４４が、支持部６１に引っ掛けられる。
【００８５】
　このようにして、室内機３の下方の位置と、壁１２０から図７中左側に所定距離離間し
た位置との間に、天井１１０に沿って、シート４２が配置される。
【００８６】
　また、他方のロールスクリーン４のケーシング４１は、天井１１０の支持部６１の近傍
に設けられた取付部５３に取り付けられる。
【００８７】
　また、支持部６３は、天井１１０の取付部５３から図７中左側に所定距離離間した位置
に設けられている。そして、ロールスクリーン４のケーシング４１からシート４２が引き
出され、第２の状態で、フック４４が、支持部６３に引っ掛けられる。
【００８８】
　また、図８に示すように、暖房運転用に設置された流路規制装置１は、２つのロールス
クリーン４と、ロールスクリーン４のケーシング４１を取り付ける所定数の取付部５２お
よび５４と、所定数の支持部６２および６４とを備えている。
【００８９】
　一方のロールスクリーン４のケーシング４１は、天井１１０のエアコン２の室内機３の
左側で、室内機３の近傍に設けられた取付部５２に取り付けられる。これにより、ケーシ
ング４１は、室内機３の左側で、室内機３の近傍に設置される。
【００９０】
　また、支持部６２は、壁１２０の天井１１０から図８中下側に所定距離離間した位置に
設けられている。そして、ロールスクリーン４のケーシング４１からシート４２が引き出
され、第２の状態で、フック４４が、支持部６２に引っ掛けられる。
【００９１】
　また、他方のロールスクリーン４のケーシング４１は、壁１２０の支持部６２の近傍に
設けられた取付部５４に取り付けられる。
【００９２】
　また、支持部６４は、床１３０の壁１２０から図８中左側に所定距離離間した位置、す
なわち、取付部５４の鉛直方向の直下の位置に設けられている。そして、ロールスクリー
ン４のケーシング４１からシート４２が引き出され、第２の状態で、フック４４が、支持
部６４に引っ掛けられる。
【００９３】
　以上のような第４実施形態によっても、前述した第１実施形態と同様の効果を発揮する
ことができる。
　また、本実施形態では、流路の形状の設計の自由度を向上させることができる。
【００９４】
　なお、本実施形態では、ロールスクリーン４の数は、２つであるが、これに限らず、３
つ以上でもよい。
　また、第４実施形態は、第５実施形態以降の各実施形態にも適用することができる。
【００９５】
　＜第５実施形態＞
　図９は、本発明の空調システムの第５実施形態を示す側面図である。図１０は、本発明
の空調システムの第５実施形態を示す平面図である。
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【００９６】
　以下、第５実施形態について説明するが、前述した第１実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項はその説明を省略する。
【００９７】
　第５実施形態の空調システム１０は、冷房運転を行う場合の構成である。
　図９および図１０に示すように、流路規制装置１は、板（規制部材）１２１および１２
２と、板１２１を回動可能（変位可能）に支持する支持部１３１と、板１２２を取り付け
る取付部１４１、１４２、１４３および１４４とを備えている。
【００９８】
　板１２１は、壁１２０のエアコン２の室内機３の下方で、室内機３の近傍に設けられた
支持部１３１により回動可能に支持されている。また、板１２２は、室内機３の図９中左
側において、天井１１０に設けられた取付部１４１～１４４に固定されている。
【００９９】
　また、板１２１は、回動することにより、図９中の実線で示す第１の姿勢と、二点鎖線
で示す第２の姿勢とを採り得るように構成されている。なお、流路規制装置１は、板１２
１を第１の姿勢に保持する図示しない保持機構を有している。
【０１００】
　また、板１２１および板１２２には、それぞれ、第２実施形態で述べた蓄熱部を設ける
ことが好ましい。
【０１０１】
　冷房運転を行う場合は、板１２１は、前記第１の姿勢に設定される。そして、エアコン
２の吹出口３２から送出された冷風は、板１２１および１２２により案内され、天井１１
０に沿って、図９中左側に流れ、板１２２の図９中の左側の端部から放出されるとともに
、板１２２の側方、すなわち、図１０中の左側および右側からも放出される。
【０１０２】
　また、室内機３の清掃やメンテナンス等を行う場合は、板１２１を回動させ、前記第２
の姿勢にする。
【０１０３】
　以上のような第５実施形態によっても、前述した第１実施形態と同様の効果を発揮する
ことができる。
【０１０４】
　＜第６実施形態＞
　図１１は、本発明の空調システムの第６実施形態を示す側面図である。図１２は、本発
明の空調システムの第６実施形態を示す平面図である。
【０１０５】
　以下、第６実施形態について説明するが、前述した第５実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１０６】
　図１１および図１２に示すように、第６実施形態の空調システム１０では、流路規制装
置１の板１２２は、図１１中左側の端部に、鉛直方向上側に突出した壁板部１２２１を有
している。壁板部１２２１の上端部は、天井１１０に接触している。
【０１０７】
　これにより、エアコン２の吹出口３２から送出された冷風が、板１２２の図１１中左側
の端部から放出されることが阻止される。
【０１０８】
　以上のような第６実施形態によっても、前述した第５実施形態と同様の効果を発揮する
ことができる。
【０１０９】
　＜第７実施形態＞
　図１３は、本発明の空調システムの第７実施形態を示す側面図である。図１４は、本発
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明の空調システムの第７実施形態を示す平面図である。
【０１１０】
　以下、第７実施形態について説明するが、前述した第５実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１１１】
　図１３および図１４に示すように、第７実施形態の空調システム１０では、流路規制装
置１の板１２２は、一方の側部、すなわち、図１４中左側の端部に、鉛直方向上側に突出
した壁板部１２２２を有し、他方の側部、すなわち、図１４中右側の端部に、鉛直方向上
側に突出した壁板部１２２３を有している。壁板部１２２２および１２２３の上端部は、
それぞれ、天井１１０に接触している。
【０１１２】
　これにより、エアコン２の吹出口３２から送出された冷風が、板１２２の図１４中左側
の端部および右側の端部から放出されることが阻止される。
【０１１３】
　以上のような第７実施形態によっても、前述した第１実施形態と同様の効果を発揮する
ことができる。
【０１１４】
　＜第８実施形態＞
　図１５は、本発明の空調システムの第８実施形態を示す側面図である。
【０１１５】
　以下、第８実施形態について説明するが、前述した第１実施形態および第２実施形態と
の相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１１６】
　第８実施形態の空調システム１０は、暖房運転を行う場合の構成である。
　図１５に示すように、エアコン２の室内機３は、壁１２０の鉛直方向下方、すなわち、
床１３０の近傍に設置されている。
【０１１７】
　また、流路規制装置１は、板（規制部材）１５１、１５２および１５３と、板１５２を
板１５１に対して回動可能に支持する支持部１６１と、エアコン２から送出された空気を
送気するファン（送気装置）８４とを備えている。
【０１１８】
　板１５１は、壁１２０のエアコン２の室内機３の上方で、室内機３の近傍に固定されて
いる。また、板１５２は、支持部１６１により板１５１に回動可能に支持されている。ま
た、板１５３は、室内機３の図１５中左側の床１３０の上方に、床１３０から所定距離離
間するように設置されている。
【０１１９】
　また、板１５３は、室内機３の図１５中左側の床１３０の全面を覆うように配置されて
いる。このため、板１５３は、事実上、床として機能する。なお、板１５３は、前記床１
３０の全面に限らず、例えば、一部を覆うように配置されていてもよい。
【０１２０】
　また、板１５２は、回動することにより、図１５中の実線で示す第１の姿勢と、二点鎖
線で示す第２の姿勢とを採り得るように構成されている。
【０１２１】
　また、板１５１～１５３には、それぞれ、第２実施形態で述べた蓄熱部を設けることが
好ましい。
【０１２２】
　また、ファン８４は、エアコン２から送出された温風を、床１３０に沿って、図１５中
の右側から左側に流すように配置されている。ファン８４の位置は特に限定されないが、
ファン８４は、図示の構成では、室内機３から図１５中左側に所定距離離間した位置に配
置されている。このファン８４により、エアコン２から送出された温風は、床１３０に沿
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って、左側に円滑に流れる。
【０１２３】
　暖房運転を行う場合は、板１５２は、前記第１の姿勢に設定される。そして、エアコン
２の吹出口３２から送出された温風は、板１５１～１５３により案内され、床１３０に沿
って、図１５中左側に流れる。
【０１２４】
　また、室内機３の清掃やメンテナンス等を行う場合は、板１５２を回動させ、前記第２
の姿勢にする。
【０１２５】
　以上のような第８実施形態によっても、前述した第１実施形態と同様の効果を発揮する
ことができる。
【０１２６】
　なお、室内機３の１対の側面に対向するように（図１５の紙面の表側および裏側に）、
図示しない１対の板が設けられていてもよい。この１対の板は、板１５１および第１の姿
勢のときの板１５２の側方（図１５の紙面の表側および裏側）に配置され、前記１対の板
と、板１５１と、第１の姿勢のときの板１５２とで、室内機３の上方、前方および両方の
側方を囲む。この場合は、板１５１と、板１５２と、前記１対の板とのうちの少なくとも
１つの板に、給気口が設けられる。
【０１２７】
　＜第９実施形態＞
　図１６は、本発明の空調システムの第９実施形態を示す側面図である。
【０１２８】
　以下、第９実施形態について説明するが、前述した第８実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１２９】
　図１６に示すように、第９実施形態の空調システム１０では、板１５２は、支持部１６
１により板１５３に回動可能に支持されている。
【０１３０】
　以上のような第９実施形態によっても、前述した第８実施形態と同様の効果を発揮する
ことができる。
【０１３１】
　＜第１０実施形態＞
　図１７は、本発明の空調システムの第１０実施形態を示す側面図である。
【０１３２】
　以下、第１０実施形態について説明するが、前述した第１実施形態および第５実施形態
との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１３３】
　第１０実施形態の空調システム１０は、暖房運転を行う場合の構成である。
　図１７に示すように、流路規制装置１は、板（規制部材）１２１および１２２と、板１
２１を回動可能（変位可能）に支持する支持部１３１と、板１２２を取り付ける取付部１
４１および１４２を含む４つの取付部（残りの２つは、取付部１４１および１４２の裏側
に位置している）とを備えている。
【０１３４】
　板１２１は、天井１１０のエアコン２の室内機３の左側で、室内機３の近傍に設けられ
た支持部１３１により回動可能に支持されている。また、板１２２は、室内機３の図１７
中下側において、壁１２０に設けられた取付部１４１および１４２を含む４つの取付部に
固定されている。
【０１３５】
　また、板１２１は、回動することにより、図１７中の実線で示す第１の姿勢と、二点鎖
線で示す第２の姿勢とを採り得るように構成されている。なお、流路規制装置１は、板１
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２１を第１の姿勢に保持する図示しない保持機構を有している。
【０１３６】
　また、板１２１および板１２２には、それぞれ、第２実施形態で述べた蓄熱部を設ける
ことが好ましい。
【０１３７】
　暖房運転を行う場合は、板１２１は、前記第１の姿勢に設定される。そして、エアコン
２の吹出口３２から送出された温風は、板１２１および１２２により案内され、壁１２０
に沿って、図１７中下側に流れ、板１２２の図１７中の下側の端部から放出されるととも
に、板１２２の側方からも放出される。
【０１３８】
　また、室内機３の清掃やメンテナンス等を行う場合は、板１２１を回動させ、前記第２
の姿勢にする。
【０１３９】
　以上のような第１０実施形態によっても、前述した第１実施形態と同様の効果を発揮す
ることができる。
【０１４０】
　以上、本発明の流路規制装置および空調システムを図示の実施形態に基づいて説明した
が、本発明は、これに限定されるものではなく、各部は、同様の機能を発揮し得る任意の
構成のものと置換することができる。また、任意の構成物が付加されていてもよい。
【０１４１】
　また、本発明は、前記各実施形態のうちの、任意の２以上の構成（特徴）を組み合わせ
たものであってもよい。
【０１４２】
　なお、本発明では、建築物（建造物）は、住宅に限定されるものではなく、例えば、ビ
ル等の他の建築物であってもよい。
【符号の説明】
【０１４３】
　１　　　　　　　流路規制装置
　１０　　　　　　空調システム
　２　　　　　　　エアコン
　３　　　　　　　室内機
　３１　　　　　　ルーバー
　３２　　　　　　吹出口
　４　　　　　　　ロールスクリーン
　４１　　　　　　ケーシング
　４２　　　　　　シート
　４３　　　　　　線材
　４４　　　　　　フック
　４５　　　　　　芯材
　５１～５４　　　取付部
　６１～６４　　　支持部
　７１、７２　　　ガイドローラー
　８１～８４　　　ファン
　９１、９２　　　蓄熱部
　１２１、１２２　板
　１２２１～１２２３　壁板部
　１３１　　　　　支持部
　１４１～１４４　取付部
　１５１～１５３　板
　１６１　　　　　支持部
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　１１０　　　　　天井
　１２０　　　　　壁
　１３０　　　　　床
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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